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指 摘 の 概 要 措 置 内 容 措置状況

ア 契約に関する事務  

協会と本市との間における「神戸市

健康診査・がん検診業務委託契約書」

に定められた本市からの委託料の請

求，及び本市から徴収委託を受けた受

診者の自己負担金の本市への納付につ

いて，それぞれ期限が実施月の翌月 20

日，翌々月 10 日となっているものの遅

れて処理されている事例が散見され

た。（神戸市健康診査・乳がん検診・胃

がん検診・大腸がん検診） 

事務執行にあたり，予め定められた

期限を遵守すべきである。 

（事例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託料請求については、予防医学協

会内での業務フローを見直し、契約内

容に沿った事務処理を行うように改

善した。 

また、自己負担金の市への納付につ

いては、納付書が届き次第速やかに会

計処理することを徹底し、納付期限を

遵守している。 

 

 

措置済 

H22年度 委託料請求日（期限：翌月20日） 自己負担金納付日（期限：翌々月10日）

4月分 平成22年8月24日 平成22年9月17日

5月分 平成22年8月24日 平成22年9月17日

6月分 平成22年8月24日 平成22年9月17日

7月分 平成22年8月24日 平成22年9月17日

8月分 平成22年11月2日 平成22年11月29日

9月分 平成22年11月5日 平成22年11月29日

10月分 平成23年2月1日 平成23年2月9日

11月分 平成23年2月1日 平成23年2月9日

11月追加 不明 －

12月分 平成23年2月14日 平成23年3月3日

1月分 不明 平成23年3月9日

2月分 平成23年3月25日 平成23年4月21日

2月追加 平成23年4月25日 －

3月分 平成23年4月25日 平成23年5月9日

＜神戸市健康診査＞－自己負担額1,000円／人・件

 


